静岡県バスケットボール協会
旅費・日当 計算早見表（2026年度版）

① まず最初に確認
交通手段（電車 or 自家用車）
自家用車は事前承認があるか
日当か謝金か
領収書が必要か
② 鉄道（県内）
最寄駅⇔最寄駅 往復運賃 + 市内交通費700円（最低1,000円）
同一市内は1,000円のみ
実費が1,000円超なら実費可
③ 注意ポイント
バス片道500円以上 → 実費（市内交通費なし）
新幹線：80km以上で自由席OK（領収書必要）
④ 自家用車
1km = 37円（100円未満切り上げ）
自宅⇔会場（Googleマップ）
事前承認がない場合は鉄道計算
⑤ 宿泊
A地域12,000円 / その他9,000円（領収書必須）
この範囲でない場合には、事前に専務理事の相談すること
⑥ 日当
5時間未満1,000円 / 5〜11時間2,000円 / 11時間以上3,000円
宿泊 +1,000円 
リモート1,000円
日当支給時は食事代なし
⑦ 謝金
謝金支給時は日当なし
⑧ 食事
謝金を支払う業務が、5時間以上の場合のみ昼食代を支出できる
上限1,000円（日当と併用不可）
昼食代を支払う場合、報告書の備考にその旨を記載する
⑨ NG例
車＝自動車計算
日当＋謝金の二重支給
領収書なし新幹線
⑩ 判断に迷ったら
事務局へ相談（自己判断NG）
